
議案第１６号                

  

白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 
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提案理由 

本案は、こども家庭庁の設置に伴い、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律が改正されたため、条例の一部

を改正するものです。 
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   白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例  

 

 白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例

第２２号）の一部を次のように改正する。  

 第１５条第２項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第１６号資料 

○白井市福祉作業所の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第２２号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（利用料金） （利用料金） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 利用料金の額は、障害者総合支援法第２９条第３項第１号に規

定する主務大臣  が定める基準により算定した費用の額とす

る。 

２ 利用料金の額は、障害者総合支援法第２９条第３項第１号に規

定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とす

る。 

３ （略） ３ （略） 

（略） （略） 
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